
 

千葉市告示第１８６号 

 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１９条の１０第１項の規定により指定

小児慢性特定疾病医療機関の指定を次のとおり更新したので、同法第１９条の１９の

規定により告示します。 

 

令和５年３月１０日 

 

千葉市長 神谷 俊一 

 

【病院・診療所】 

名称 所在地 指定期間 

医療法人社団房総武田会なが

しまクリニック 

千葉市緑区あすみが丘８－１３

－６  

令和５年５月１日から 

令和１１年４月３０日まで 

あずま腎クリニック 千葉市緑区おゆみ野中央７－３

４－４ 

令和５年６月１日から 

令和１１年５月３１日まで 

 

【薬局】 

名称 所在地 指定期間 

アイン薬局 ペリエ千葉エキ

ナカ店 

千葉市中央区新千葉１－１－１ 

ペリエ千葉エキナカ４階 

令和５年６月１日から 

令和１１年５月３１日まで  

サンドラッグ若松薬局 千葉市若葉区若松町５０２－７

０ 

令和５年９月１日から 

令和１１年８月３１日まで 

きらり薬局 若松町店 千葉市若葉区若松町５４５－９ 令和５年６月１日から 

令和１１年５月３１日まで 

とまと薬局 千葉中央店 千葉市中央区亥鼻１－８－１ 令和５年４月１日から 

令和１１年３月３１日まで 

 


